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研究成果の概要（和文）：本研究の枠組みにおける分析によって、国際協力の領域における国際規律の発展は、動態的
な視点からみると、多層的立憲主義という形で解されることが明らかになった。多層的構成は、国際規律と国法体系の
伝統的関係とは異なり、国際規律の形成・受容・確保の各段階で、国法秩序の調和化のための柔軟な解決を提供すると
解される。そして、多層的立憲主義は、政府の外交活動に対する憲法的統制の理論にも一定の影響を与えるであろう。

研究成果の概要（英文）：The investigations in the framework of this project reveal that the development of
 the international regimes in the field of the international cooperation appears in the form of the multi-
level constitutionalism from a dynamic point of view. Differently from the traditional relationship betwee
n the international regime and the national legal system, the multi-layered structure seems to provide fle
xible solutions to the harmonization of national legal orders at the stage of the formation, acceptance an
d observance of the international regime. And the multi-level constitutionalism may have some influence on
 the theory of the constitutonal control over the diplomatic activities of the government.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
⑴ 本研究代表者は、国法体系における条約
の取扱いについて、日米安保条約を契機とす
る従来の憲法学説の枠組みを捉え直し、憲法
の国際協調主義と他の基本原理との間の調
整の問題として考察することによって、日本
国憲法における国際協調主義の射程の再検
討を進めてきた。 
 とりわけ、平成 20〜22 年度科研費(若手研
究(B))「国際規律と憲法 －人権・環境・安
全をめぐる国際協力と憲法的対応の総合的
研究－」においては、国際法の要求内容の国
内的実施のための斉一的な法整備や、国際機
構の見解ないし判断の国内的実施について
の要請が増大しつつあることに注目し、国際
規律と憲法の関係を考察した。 
 そのような検討を経て、所与の多数国間条
約の批准時の国会承認、あるいは国内裁判所
による条約の国内適用といった、従来の国内
法システムを前提として立法・司法・行政の
各個の部面ごとに条約の扱いを静態的に検
討するのでは不十分なことが判明した。諸国
家の合意が条約として形成され、あるいは所
要の国内法制の整備を関係国や国際機構か
ら求められる状況での、国家間の協力形成と
国家の統治機構の関係について、そのような
国際規律の形成・受容・確保の段階に注目し、
その憲法的統制の可能性を探ることが必要
と考えるに至った。 
 
⑵ 行政法学において既に指摘がなされて
きたように、国際規律の拡大・高度化は、従
来の公法理論の前提を変容させる可能性を
孕んでいる。他方、現今の憲法学の統治機構
論においては、政策の立案・決定や総合調整
等の執政作用を、憲法上どのように位置づけ
て論じるかが重要な課題となっている。とこ
ろが、外政問題が国家の政策形成を規定する
状況が昂進したときに、それが統治構造の理
解に及ぼす影響と、執政権論との関係は、ま
だ十分に論じられていなかった。外交関係に
関する国家の権限は、かつては「対外権」と
して、立法権と行政権の協働によるものと説
明されていた。これを執政権論によって捉え
直す場合、高度の国際規律の増大は、執政レ
ベルでの内閣の政治的イニシアティヴや、法
律に留保される「始原的決定」の理解を掣肘
する可能性があり、それらの問題についての
検討が必要と考えられた。 
 
⑶ そこで、本研究によって、今後もますま
す拡大・深化する国際協力の部面における政
府の活動を分析する憲法的枠組を示すこと
を考えた。 
 EU 法や欧州人権条約への対応といった切
実な要請に晒されなかった日本の憲法学に
おいては、国際規律の拡大・高度化に対応し
た統治機構の再把握に関する考察は不足し
ており、行政法学・国際法学における問題提

起と結び合った議論が十分にはなされてい
なかった。本研究は、そのような不足を填補
することを狙いつつ、統治機構に関する近年
の憲法学の議論動向を踏まえ、そこでの議論
の展開と国際規律の拡大・高度化への対応の
問題の接合を図るものであった。 
 
２．研究の目的 
 
⑴ 本研究は、これまでに受けた科学研究費
とその成果を踏まえ、とりわけ平成 20〜22
年度科研費(若手研究(B))によって考察した
国際規律の現況と、関連する研究の成果、お
よび憲法学における近年の統治機構論の研
究動向とを突き合わせ、「国家間で形成され、
あるいは整備が求められる法」の定立から実
施までの過程を総合的かつ動態的に捉えて、
その憲法的統制を考察することにより、従来
の各個的・静態的枠組での検討では得られな
かった観点の獲得を目的とするものであっ
た。 
 
⑵ 本研究は、その目的を、国際規律の拡
大・高度化への対応について、①国際規律の
形成段階に関わる国家機関についての憲法
的統制の可能性、②国際規律の国法体系への
受容段階における迅速性と整合性を担保す
るための憲法的枠組、③日本国による国際規
律違反を避止するための国内的実施の確保
段階についての憲法的要請の問題として明
確化することと定めた。 
 そして、これらの考察によって、①国際機
構・条約機関における政府の活動の憲法的統
制方法、②国際組織犯罪防止条約の国会承認
と国内実施法整備の齟齬のような事態の回
避方法、③条約機関の意見・見解の国内的意
味や個人通報制度の位置づけ等について、憲
法論上の新たな分析視座を明らかにするこ
とを目指した。 
 
⑶ 本研究は、国際規律の拡大・高度化が国
法体系にもたらす影響を検討するに際して、
各種の国際規律を所与のものとして静態的
に憲法解釈上の位置づけを論じるのではな
く、「国家間で形成され、あるいは整備が求
められる法」の定立から実施までの過程にお
ける統治機構の作用を動態的に分析する点
で従来にない視座を提供することを狙った。 
 しかも、国際規律を広く捉え、諸国家間で
条約として形成された規範だけではなく、国
家間の交渉ないし何らかの合意の帰結とし
て一定の国内法整備が要請される場面をも
視野に入れている点に、憲法と条約の関係を
対象とする従来の静態的な議論枠組みとの
大きな相違があった。 
 そして、この論点は、国政のイニシアティ
ヴに関する執政権論に対外関係の動因を結
合する意味を有すると考えた。 
 
 



３．研究の方法 
⑴ 本研究の実際の作業は、国際規律と各国
憲法の対応に関する文献・資料の調査・分析
に基づいて、「国家間で形成され、あるいは
整備が求められる法」の定立から実施までの
過程における憲法レベルでの対応を明らか
にすることが中心とした。 
 
⑵ 本研究は、内閣・国会・裁判所の役割に
も注目して、国際規律の形成・受容・確保の
各段階における憲法的統制を総合的に考察
するものである。そこで、3 年間の研究期間
において、年度ごとに中心的な検討テーマを
定めて、研究の推進を図ることとした（ただ
し、研究の進捗状況や、新たな文献・判例の
出現等に応じて、当初計画の合理的な調整を
行うものとした）。 
①2011 年度は、平成 20〜22 年度科研費(若手
研究(B))による、特徴的な法規範の形成や実
施措置の整備が見られる人権・環境・安全の
3 つの領域における国際規律の形成・実行の
検討に基づきつつ、本体の条約に附随する議
定書や実施措置の形成過程と、これに関与す
る国家機関の憲法的統制のあり方を探ると
いう方向性をもって検討を深化させるもの
とした。EU 立法に対する各国議会の関与・統
制方法の整備や、多層的立憲主義論にも注目
することとした。 
②2012 年度は、中心的なテーマとして、国際
規律の国法体系への受容段階の諸問題につ
いて検討するものとした。条約締結の承認と
当該条約の国内実施法の制定とが国会審議
において区々に扱われている問題について
検討するとともに、従来の条約とは性質を異
にする国連安保理決議の国内的実施に関す
る問題についても、分析・検討することとし
た。 
③2013 年度は、中心的なテーマとして、国際
規律の国内的実施の確保段階の諸問題につ
いて検討するものとした。国内裁判所とりわ
け最高裁判所の責務という観点から、単に裁
判での条約の適用問題ではなく、国法秩序を
国際規律に適合的に維持し、日本国の国際規
律違反を避止し、あるいは国際紛争を法的に
処理するための対応を憲法学の観点から総
合的に検討することとした。 
 
⑶ 本研究とは別の共同研究による現地調
査の際に、オーストラリアにおける条約締結
の実際について調査し、現地日本大使館の書
記官からも詳細な情報を得ることができた。
単に「二元論」を採る国家として片付けるこ
とのできない、連邦制の事情と結びついた、
条約締結後の国内的実施の実効性が担保さ
れることを志向するオーストラリア連邦議
会での手続から、本研究の目的達成のために
貴重な示唆を得ることができた。 
 
 
 

４．研究成果 
 
⑴ 本研究は、統治機構に関する近年の憲法
学の議論動向を踏まえながら、そこでの議論
の展開と国際規律の拡大・高度化への対応の
問題の接合を図るものとし、「国家間で形成
され、あるいは整備が求められる法」の定立
から実施までの過程と憲法の関係について、
3 つの段階を動態的に分析する総合的研究と
して推進した。 
 
⑵ 本研究に関する具体的成果として、以下
のような知見が得られた。 
①単著『憲法と国際規律』を執筆し、公刊し
た。本書は、本研究課題が対象とする問題領
域全般に関わり、平成 20〜22 年度科研費(若
手研究(B))による人権・環境・安全の領域に
おける国際規律の検討に基づきつつ考察を
深めるという本研究の計画にも準拠して、単
にこれまでの研究成果を束ねるのではなく、
多層的立憲主義等についての本研究の成果
を大幅に加筆して完成させたものである。 
②国際機構による実施措置の増大・高度化を
考えるうえで重要な、EU 法・欧州人権条約と
構成国憲法の関係をめぐって、ドイツ基本法
およびドイツ連邦憲法裁判所と EU 法・欧州
人権条約の関係についての論文を、共著『ヨ
ーロッパ「憲法」の形成と各国憲法の変化』
に掲載した。 
③本研究課題に関わる近時の憲法学の議論
の整理と展望を、国際人権法学会の学会誌
『国際人権』から依頼を受けて、「国法体系
における国際人権条約の実施－国際人権法
と憲法学のスタンス－」という標題で寄稿し
た。 
④本研究課題が対象とする問題領域の基本
的部分に関わる「人権の国際的保障」につい
て、共著書『論点探究憲法』のための原稿を
執筆し、公刊された。書籍としては改訂版で
あるが、当該執筆担当部分については、単に
旧稿を手直しするのではなく、最新の研究動
向を反映させて全面的に書き改めた。 
⑤国際人権条約に附随する議定書が定める
実施措置として重要なB規約の個人通報制度
と、立法・司法・行政の各部面での国際規律
の扱いと実施措置の憲法的統制を考えるだ
けでは解決できない国内人権機関の問題に
ついて、多層的立憲主義の視点を踏まえつつ、
「新たな人権救済制度がもたらす人権規範
の共通化 －個人通報制度と国内人権機関」
という新たなテーマで論文を執筆し、法律雑
誌に寄稿した。 
⑥「多層的立憲主義」は、「国家間で形成さ
れ、あるいは整備が求められる法」の基盤を
説明するキーワードと考えられる。そこで、
昨年度に公刊した単著『憲法と国際規律』の
次に続く課題を見据え、本研究の課題の位置
づけと論点を俯瞰するものとして、「憲法の
国際法調和性と多層的立憲主義」という標題
で所属機関の紀要に投稿した。この論文では、



従来の憲法 98 条 2 項の解釈を見直すための
視座を明らかにし、考察の手がかりとしてド
イツ連邦共和国における「国際法調和性の原
則」についての判例の展開等を確認した上で、
多層的立憲主義と国際人権条約の関係を論
じ、さらに、多層的立憲主義と人権以外の国
際規律の関係について展望した。憲法によっ
て設営される国内機関が、国家の領域外で活
動する中で他国との間でなされた合意が国
内に及ぼされ、あるいは、そのようにして創
設された国際機構が国内で高権を行使する
ことが生じるような場合（国連安保理決議の
国内的実施に関する問題もここに関連する）
を考えると、国家の対外権の統制について論
じるのに既存の道具立てでは限界がある。
そこで、国際的に活動する国内機関および国
際機構の法的統制のしくみを考えるについ
ても、多層的立憲主義の構想が有用であるこ
とを示した。 
⑦日本国の国際規律違反を避止し、あるいは
国際紛争を法的に処理するための対応であ
る国際規律の国内的実施の確保段階の問題
に関して、書評という形で、実務法曹の活動
について考察した。 
⑧国法秩序を国際規律に適合的に維持する
ことについての政府の対応という観点から、
国際人権法学会の「多層的人権保障システム
の下での憲法の国際化／国際法の憲法化」研
究グループにおいて依頼を受けて、「国際人
権法と多層的立憲主義の構想」と題して研究
報告を行った。本研究課題と密接に関連する
研究グループの研究集会で、40 名近い研究者
が出席するなかで質疑と議論を行った。 
⑨従来、在留外国人の取扱いの問題とされて
きたものを、対外権の憲法的統制における国
内裁判所とりわけ最高裁判所の責務という
観点から捉え直して、判例を再検討する作業
を行い、弁護士会の研究会で講演した（講演
日は 2014 年度であるが、検討作業は本研究
の成果に基づき、2013 年度中に基本的部分の
作業を行ったものである）。講演内容は、公
刊の予定である。 
 
⑶ このような多層的立憲主義を切り口と
する考察から、①⒜国際法の要求内容の国内
的実施のための斉一的な法整備や、⒝国際機
構の見解ないし判断の国内的実施について
の要請が増大しつつある国際規律の現況と、
②国家間の協力形成のために国際規律の形
成・受容・確保に関わる国家の統治機構の憲
法的統制の重要性についてのこれまでの研
究成果を総合し、国際規律と憲法をめぐる公
法学の伝統的論点を、多層的立憲主義の観点
から解明し、再構成することが次の課題とし
て求められる（「多層的立憲主義と国際規律
─階層性と対話性の整合」とのテーマで科学
研究費「基盤研究(c)」を申請し、採択され
た）。 
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